
指定申請等に係る電子申請の開始について 

令和 6 年 3 月 

 

 日光市では、介護サービスに係る指定及び報酬請求に関する申請届出について、来庁、郵

送又は電子メールによる受付のほか、「電子申請届出システム」による受付（電子申請）を令

和 6 年 1 月 1 日より開始しました。 

 

１ 受付可能な電子申請・届出の種類 

（１）地域密着型（介護予防）サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活

支援総合事業の以下の手続きが可能です。 

①新規指定に関する申請（事前の相談が必要） 

②指定更新に関する申請  

③変更に関する届出 

④廃止・休止に関する届出（事前の相談が必要） 

⑤再開に関する届出（事前の相談が必要） 

⑥介護給付費（介護予防・日常生活支援総合事業）算定に係る体制等に関する届出 

（２）今後運用開始の手続きは以下のとおりです。令和６年度中に運用を開始します。 

①介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 

②介護職員等処遇改善加算等 実績報告書 

 

２ 利用方法 

  （１）「ＧビズＩＤ」のアカウントを作成する。 

※ＧビズＩＤを取得している場合、この作業は不要です。 

  （２）「電子申請届出システム」にログインする。 

      ★リンク先：電子申請届出システム 

    https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 

  （３）申請書部分はシステムに直接入力、添付書類はシステムにアップロードをして、提出

する。 

※介護護付費（介護予防・日常生活支援総合事業）算定に係る体制等に関する届出」

は、申請書（別紙を含む）もシステムにアップロードする必要があります。 

      ★リンク先：日光市ホームページより「事業所の方へ（各種手続き、指導監督等）」 

        https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/5/1019/1/182.html 

 

３ 電子申請にあたっての留意点 

（１） 電子申請による申請の場合、事業所がシステムへ登録した日が申請日となります。提

出書類の不備等により、市から差戻しを行うこともありますが、当初に申請した日を申

請日として、市では処理を行います。 

   例）３月２９日に申請 → ４月５日に差戻し → ４月８日に再申請 

     ※３月２９日が申請日になる。 
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（２）申請内容等に不備がある場合には、事業所へ電話にて連絡を行います。 

  （３）各種届出書の提出期限に変更はありません。 

     ①指定内容の変更に関する届出 

・変更が生じた日から１０日以内 

     ②介護給付費（介護予防・日常生活支援総合事業）算定に係る体制等に関する届出書 

      ・（介護予防）認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護：加算を算定しようとする月の初日（初日が閉庁日の場合は、その直前の開

庁日） 

      ・上記サービス以外：加算等を算定しようとする月の前月１５日（１５日が閉庁日

の場合は、その直前の開庁日） 

  （４）ＧビズＩＤを取得しないと、申請ができません。 

 

４ その他 

（１） 電子申請届出システムの利用には、ＧビズＩＤ（プライムかメンバー）が必要です。

ＧビスＩＤ（エントリー）は利用できません。システムにて電子申請を行いたい事業

所でＩＤを持っていない法人は、アカウントを作成してください。 

      アカウントの作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をＧビスＩＤ運用センターへ

郵送するため、２週間ほどかかります。 

      詳細については、デジタル庁のホームページをご確認ください。 

      ★リンク先：ＧビズＩＤ    

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 （２）電子申請届出システム導入の背景・概要について 

    「規制改革実施計画（令和 4 年 6 月 7 日閣議決定）」において、「介護サービスに係る指

定及び報酬請求（加算届出を含む）に関連する申請・届出について、介護事業者が全て

の地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行うことを可能とする観点から、介

護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省

の「電子申請届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を

完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる」と定め、令和 7 年度までに

全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することになりました。 

電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとと

もに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届

出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。 

詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。 

   ★リンク先：介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化  

       https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html  

 

 

 

 

 

日光市健康福祉部高齢福祉課介護サービス係  

TEL：0288-21-5100 FAX：0288-21-5105 

MAIL：nikko-kaigorenraku@city.nikko.lg.jp 

   （電子メールによる申請はこちらへ） 


